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課
・
造
形
実
務
課

※
知
的
障
害
者
を
対
象
に
し
た

科
目
は
、
造
形
実
務
課
の
み

●
応
募
資
格

○
修
了
後
就
業
の
意
志
が
あ
る

人
○
障
害
の
症
状
が
固
定
し
、
再

発
・
悪
化
の
お
そ
れ
が
な
い
人

○
訓
練
及
び
集
団
生
活
に
支
障

の
な
い
人

○
就
職
に
必
要
な
技
能
修
得
が

見
込
め
る
人

○
職
業
的
自
立
が
見
込
め
る
人

●
募
集
期
間
＝
10
月
１
日（
月
）

　

〜
11
月
２
日
（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
】

　

 

鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力
開

発
校

　

 

☎
０
９
９
６
─44
─２
２
０
６

　

 

鹿
屋
公
共
職
業
安
定
所

　

 

☎
０
９
９
４
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─４
１
３
５

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導

入
資
金
制
度
の
案
内

　

財
団
法
人
か
ご
し
ま
産
業
支

援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
従
業
員
数

20
人
以
下
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス

業
は
５
人
以
下
）
の
小
規
模
企

業
者
を
対
象
に
設
備
導
入
の
た

め
の
資
金
貸
し
付
け
を
行
っ
て

い
ま
す
。

● 

貸
付
限
度
額
＝
所
要
資
金
の

２
分
の
１
以
内
で
、
４
，
０

０
０
万
円
以
下

●
貸
付
利
率
＝
無
利
子

●
返
済
期
間
＝
７
年
以
内

●
保
証
人
等
＝
２
人

※
借
入
申
込
７
０
０
万
円
以
上

は
要
不
動
産
担
保

● 

申
込
期
限
＝
平
成
20
年
１
月

31
日
（
木
）

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

 

か
ご
し
ま
産
業
支
援
セ
ン

タ
ー

　

 

☎
０
９
９
─２
１
９
─１
２
７
１

高
齢
者
実
態
調
査
（
ア
ン

ケ
ー
ト
）
に
ご
協
力
く
だ

さ
い

　

平
成
20
年
度
に
実
施
す
る
鹿

屋
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
の

見
直
し
に
向
け
て
の
基
礎
資
料

と
す
る
た
め
、
高
齢
者
実
態
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

● 

調
査
対
象
者
＝
介
護
保
険
の

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な

い
人
で
、
平
成
19
年
10
月
１

日
現
在
、
65
歳
以
上
の
人
と

40
〜
64
歳
の
人
の
中
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
１
，
０
０
０
人
ず
つ

計
２
，
０
０
０
人

● 

調
査
内
容
＝
調
査
票
に
、
調

査
対
象
者
の
生
活
状
況
、
社

会
参
加
・
い
き
が
い
、
健
康

等
に
関
す
る
こ
と
を
選
択
方

式
で
記
入
し
ま
す
。

● 

調
査
方
法
＝
調
査
対
象
者
が

住
ん
で
い
る
地
区
を
担
当
す

る
民
生
委
員
が
調
査
票
を
配

布
し
、
後
日
回
収
し
ま
す
。

● 

調
査
時
期
＝
10
月
上
旬
〜
11

月
下
旬

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
高
齢
障
害
福
祉
課

　

 

☎
０
９
９
４
─31
─１
１
１
６

労
働
力
調
査
に
ご
協
力
く

だ
さ
い

　

こ
の
調
査
は
、
国
の
失
業
率

や
雇
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
重
要
な
統
計
調
査
で
、
総
務

省
統
計
局
が
都
道
府
県
を
通
じ

て
毎
月
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
は
、
統
計
理
論
に
従
っ

て
無
作
為
に
選
ば
れ
た
15
歳
以

上
の
人
で
、
選
ば
れ
た
世
帯
に

は
調
査
員
が
訪
問
し
て
調
査
票

を
配
布
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
自
治
防
災
課

　

 

☎
０
９
９
４
─31
─１
１
２
４

「
ブ
ラ
ジ
ル
の
お
菓
子
を

つ
く
ろ
う
」参
加
者
を
募
集

　

ブ
ラ
ジ
ル
、
ペ
ル
ー
、
中
国
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
出
身
の
研
修
生
た

ち
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
お
菓
子
「
ブ

リ
ガ
デ
ー
ロ
」
を
作
り
な
が
ら

交
流
を
深
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
10
月
13
日
（
土
）

　

14
時
〜
16
時

●
場
所
＝
カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

●
参
加
費
＝
４
０
０
円

● 

応
募
方
法
＝
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

又
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。
（
月
曜
休
館
）

●
申
込
期
限
＝
10
月
10
日（
水
）

● 

定
員
＝
40
人
（
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
）

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
０
９
９
４
─45
─３
２
８
８

　

℻  
０
９
９
４
─45
─３
２
５
８

　

kapic111@
po3.

　
　
　
　
　

synapse.ne.jp

平
成　

年
度
鹿
児
島
障
害

者
職
業
能
力
開
発
校
入
校

生
を
募
集

● 

訓
練
科
目
＝
情
報
電
子
課
・

デ
ザ
イ
ン
製
版
課
・
建
築
設

計
課
・
義
肢
福
祉
用
具
課
・

Ｏ
Ａ
事
務
課
・
ア
パ
レ
ル

　市では、重要な計画や条例を策定しようとする際、その案（目的や内容など）を公表して、市民の皆
さんから意見を聴く、意見公募手続（パブリックコメント）制度を設けています。
　この制度に基づき、次の条例案に対する意見を募集します。

◇条例案の目的
　①基本理念、②市・事業者・市民及び市民団体の

責務、③環境保全に関する施策、の基本となる事項

を明らかにして、市民が健康で文化的な生活の向上

を図ることができるように共通の認識を持つことを

目的としています。

◇条例案の概要
○ 環境保全を推進するための基本的な認識や、市・

事業者・市民及び市民団体の各主体の連携と責務

について規定し、今後の環境行政を推進する上で

の基本理念を４項目にわたって定めています。

 ○ 基本理念を具現化するために、施策の策定等に係

る基本方針を示すとともに環境基本計画の策定を

義務付けています。

○ この計画の総合的・計画的な推進を図ることとし、

主な施策として自然環境の保全、快適環境の保全、

環境教育・学習等について定めています。

○ 鹿屋市環境審議会は、環境基本計画や環境の保全

に関する基本的及び重要な事項について検討を行

う組織として位置づけます。

◇条例案の目的
　鹿屋市環境基本条例の基本理念にのっとり、市・

事業者・市民及び市民団体の環境保全に関する責務

を明らかにして、環境への負荷の防止を図るための

規制その他の措置を講じることで、市民の健康で文

化的な生活の確保に寄与することを目的としていま

す。

◇条例案の概要
○ 近年、地球温暖化のような、事業活動や市民生活

に起因する問題が発生していることから、市民や

事業者が自ら自発的に環境保全に努める時代の潮

流に沿うよう、地域特性に応じた環境保全の項目

を定めています。

○ 合併後の鹿屋市の統一的な環境保全の取り扱いを

目指し、事業活動や日常生活で発生する環境への

負荷の防止、事業場等の適正な管理、地球環境保

全への取り組み等の項目を定めています。

●閲覧場所　　　　 市ホームページ、市環境政策課、情報公開室（５階）、各総合支所市民生活課、
　　　　　　　　　各出張所、各サービスコーナー
●提出方法　　　　市環境政策課に直接提出するか、郵送、FAX又は Eメールで提出してください。
　　　　　　　　　※意見提出用紙は、市ホームページ又は各閲覧場所に置いてあります。
●意見公募期間　　10月１日（月）～ 31日（水）

【問い合わせ・提出先】
　〒 893-8501 鹿屋市共栄町 20番１号
　市環境政策課　☎ 0994-31-1156　℻   0994-31-1172　Ｅメール kankyou@e-kanoya.net

鹿屋市環境基本条例 鹿屋市環境保全条例

意見公募手続（パブリックコメント）のお知らせ
お
知
ら
せ

　市では、同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担額の合計が一定の上限額（下表）を超えた場合、支
払い後にその超えた分について高額介護サービス費として払戻しを行っていますが、支払いが困難な人に対し
ては、超えた分を先に貸し付ける基金制度を設けています。

●貸付対象者＝介護保険の被保険者で、介護保険法
に規定する高額介護サービス費の支給が見込まれ、
かつ、高額な介護サービス費を支払うことが困難
と認められる人

　※対象となるサービス費
　①居宅介護（予防）サービス費（訪問介護や通所介護等）
　②施設介護サービス費
　③地域密着型介護（予防）サービス費（グループホーム等）
●貸付金額＝高額介護サービス費の支給見込額以内
●貸付利子＝無利子
●申請に必要なもの ＝申請書、印鑑、
　　　　　　　　　　事業所発行の請求書

区　　　　　分 世帯の上限額

一般世帯（下記の区分に該当しない人） 37,200 円

住民税非課税世帯 24,600 円

・ 合計所得金額及び課税年金収入額
の合計が 80 万円以下の人

・老齢福祉年金の受給者

15,000 円
（個人）

・生活保護の受給者
・利用者負担を 15,000 円に減額すること
で、生活保護の受給者とならない場合

15,000 円
（個人）

●提出先＝本庁国保介護課又は各総合支所健康福祉
課に提出してください。

※高額介護サービス費の世帯上限額

【問い合わせ】
　市国保介護課　☎ 0994-31-1162

20

介護保険高額サービス資金貸付基金制度のお知らせ


